
足立区特定子ども・子育て支援施設

指導検査基準

令和８年４月１日適用

（東京都認証保育所用）

足立区教育委員会　子ども家庭部　子ども施設指導・支援課



指導検査基準中の「評価区分」

評価区分

Ｃ 文書指摘 　

Ｂ 口頭指導

Ａ 助 言

　支援法関係法令等以外の法令又はその他の通達等に違反する場合は、原則として「口頭指導」とする。
ただし、管理運営上支障が大きいと認められる場合又は正当な理由なく改善を怠っている場合は、「文書指摘」とす

る。

　「文書指摘」又は「口頭指導」に該当しない場合は、水準向上等のための「助言」を行う。

指導形態 内　　容

子ども・子育て支援法（以下「支援法」という。）関係法令等及び「認可外保育施設指導監督基準」（以下「指導監督
基準」という。）に違反する場合は、原則として「文書指摘」とする。

ただし、違反の内容が軽微である場合、改善中の場合、特別な事情により改善が遅延している場合等、文書指摘と
するに至らない場合は、「口頭指導」とすることができる。
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〔凡例〕

№ 関　係　法　令　及　び　通　知　等 略　称

１ 平成２４年８月２２日法律第６５号「子ども・子育て支援法」 支援法

２ 平成２６年６月９日内閣府令第４４号「子ども・子育て支援法施行規則」 支援法施行規則

３
平成２６年９月３０日条例第５５号「足立区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援
施設等の運営に関する基準を定める条例」

区運営基準条例

４ 昭和４７年６月８日法律第５７条「労働安全衛生法」 労働安全衛生法

５ 昭和４７年９月３０日労働省令第３２号「労働安全衛生規則」 労働安全衛生規則

６
昭和５７年６月１５日５６福児母第９９０号認可外保育施設に対する指導監督要綱別表１（第３条関係）「認可外保育施設
指導監督基準」

指導監督基準

７ 平成１３年５月７日１２福子推第１１５７号「東京都認証保育所事業実施要綱」 実施要綱

　以下の関係法令及び通知等を略称して次のように表記する。



 



認証保育所　運営管理

評価

1 1 (1) 区運営基準条例第58条 (1) 　区へ通知をしていない。 Ｃ

2 基本方針及び組織
(1) 1 (1) 区運営基準条例第59条 (1) Ｃ

(2) 秘密保持等 1 1 (1) 区運営基準条例第60条1、2 (1) Ｃ

2 1 (1) 区運営基準条例第60条3 (1) Ｃ
(2) 区運営基準条例第62条1

(2) 　同意の取得が不十分である。 Ｂ

(3)
職

1 (1) 区運営基準条例第61条1 (1) Ｃ
(2) 指導監督基準9

【諸記録の例】 (3) 実施要綱12(4)、別紙2
職員：雇用契約書、職員履歴書、資格証明書、出勤簿 (2) Ｂ
　　　 職員健康診断記録
設備：建物の平面図、防災訓練の記録、防火管理者選任届出
　　　 消防計画届出

(4) 記録の保管 1 (1) 区運営基準条例第61条2 (1) 　記録が保存されていない。 Ｃ

施設等利用給付認定子ど
もを平等に取り扱う原則

子どもの国籍、信条、社会的身分又は特
定子ども・子育て支援の提供に要する費用
を負担するか否かによって差別的な取り扱
いをしていないか。

差別的な取り扱いや、信条等を
強制している。

備えておくべき記録の整備が不
十分である。

特定子ども・子育て支援提供者は、小学校、他の特定子ども・
子育て支援提供者その他の機関に対して、施設等利用給付認
定子どもに関する情報を提供する際には、あらかじめ文書又は
区運営基準条例第62条第1項に規定する電磁的記録（以下「電
磁的記録」という。）により当該施設等利用給付認定子どもに係
る施設等利用給付認定保護者の同意を得ておかなければなら
ない。

特定子ども・子育て支援提供者は、職員及び設備に関する諸記録
を整備しておかなければならない。

特定子ども・子育て支援を提供する施設又は事業所の職員及
び管理者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た施設等利
用給付認定子ども又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

正当な理由があった場合を除き、職員で
あった者を含めて、施設が秘密を漏らすこ
とがないよう、必要な措置を講じているか。

＜必要な措置の例＞
規程の整備、雇用時の取り決めなど。

あらかじめ文書又は電磁的記録により子
どもの保護者の同意を得ているか。

あらかじめ文書又は電磁的記
録による同意を得ていない。

職員及び設備に関する諸
記録

　備えておくべき記録が整備されているか。 備えておくべき記録が整備され
ていない。

秘密が漏れることがないよう必
要な措置を講じていない。

特定子ども・子育て支援提供者は、職員であった者が、正当な
理由がなく、その業務上知り得た施設等利用給付認定子ども又
はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じな
ければならない。

項　　目 基本的考え方 観　　点 関係法令等 評価事項

特定子ども・子育て支援提供者は、施設等利用給付認定子どもの
国籍、信条、社会的身分又は特定子ども・子育て支援の提供に要す
る費用を負担するか否かによって、差別的取扱いをしてはならない。

特定子ども・子育て支援提供者は、特定子ども・子育て支援を受け
ている施設等利用給付認定子ども(支援法第30条の8第1項に規定
する施設等利用給付認定子どもをいう。以下同じ。)に係る施設等利
用給付認定保護者が偽りその他不正な行為によって施設等利用費
の支給を受け、又は受けようとしたときは、遅滞なく、意見を付してそ
の旨を区に通知しなければならない。

施設等利用給付認定保護者が偽りその
他不正な行為によって施設等利用費の支
給を受け、または受けようとしたときは区に
通知しているか。

施設等利用給付認定保護
者に関する区市町村への
通知

特定子ども・子育て支援提供者は、区運営基準条例第54条の規定
による特定子ども・子育て支援の提供の記録及び区運営基準条例
第58条の規定による市町村への通知に係る記録を整備し、その完
結の日から5年間保存しなければならない。

区運営基準条例第54条の規定による提
供した日及び時間帯、支援の具体的な内
容の記録、及び区運営基準条例第58条の
規定による区へ通知した記録を整備し保存
しているか。
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認証保育所　運営管理

評価項　　目 基本的考え方 観　　点 関係法令等 評価事項

(5) 電磁的記録等 特定地域型保育事業者は記録、作成、保存その他これらに類する
もののうち、この条例の規定において書面等（書面、書類、文書、謄
本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって
認識することができる情報が記載された紙その他有体物をいう。以
下この条において同じ。）により行うことが規定されているものについ
ては、当該書面等に代えて、当該書面等に係る電磁的記録（電子的
方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができな
い方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に
供されるものをいう。以下この条において同じ。）により行うことができ
る。（区運営基準条例第62条1）

　特定地域型保育事業者は、この条例の規定による書面等の交付
又は提出については、当該書面等が電磁的記録により作成されてい
る場合には、当該書面等の交付又は提出に代えて、区運営基準条
例第62条第4項で定めるところにより、教育・保育給付認定保護者又
は施設等利用給付認定保護者（以下この条において「教育・保育給
付認定保護者等」という。）の承諾を得て、当該書面等に記載すべき
事項（以下この条において「記載事項」という。）を電子情報処理組織
（特定地域型保育事業者の使用に係る電子計算機と、教育・保育給
付認定保護者等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続
した電子処理情報組織をいう。以下この条において同じ。）を使用す
る方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げ
るもの（以下この条において「電磁的方法」という。）により提供するこ
とができる。この場合において、当該特定地域型保育事業者は、当
該書面等を交付し、又は提出したものとみなす。
(1)電子情報処理組織を使用する方法のうちア又はイに掲げるもの
　ア　特定地域型保育事業者の使用に係る電子計算機と教育・保
　　育給付認定保護者等の使用に係る電子計算機とを接続する電
　　気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機
　　に備えられたファイルに記録する方法。
　イ　特定地域型保育事業者の使用に係る電子計算機に備えられ
    たファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて教
    育・保育給付認定保護者等の閲覧に供し、教育・保育給付認
　  定保護者等の使用に係る電子計算機に備えられた当該教育・
    保育給付認定保護者等のファイルに当該記載事項を記録する
    方法（電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない
    旨の申出をする場合にあっては、特定地域型保育事業者の使
    用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録す
    る方法）
(2)電磁的記録媒体（電磁的記録に係る記録媒体をいう）をもって調
製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法（区運営
基準条例第62条2）
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認証保育所　運営管理

評価項　　目 基本的考え方 観　　点 関係法令等 評価事項

1 1 (1) 区運営基準条例第62条3、6 (1) Ｃ

2 1 (1) 区運営基準条例第62条4、6 (1) Ｃ

2 (1) 区運営基準条例第62条4、6 (1) Ｃ

3 1 (1) 区運営基準条例第62条5、6 (1) Ｃ

3 1 (1) 支援法施行規則第1条1ニ(7) (1) Ａ

　例：園内研修、外部研修など

4 健康診断 　職員の健康診断が採用時及び一年に一回実施されていること。 1 　健康診断を適切に実施しているか。 (1) 支援法施行規則第1条1ヘ(4) (1) 　健康診断が未実施である。 Ｃ
(2) 労働安全衛生法第66条

※雇入時健康診断項目 (3) (2) 　健康診断の未受診者がいる。 Ｂ
①　既往歴・業務歴、自覚症状・他覚症状、血圧、尿検査
②　身長、体重、視力、聴力 (3) 　健康診断の実施方法、周期、 Ｂ
③　腹囲、胸部Ｘ線、貧血（血色素量・赤血球数）、 項目が不適切である。

5 医薬品の整備 1 　必要な医薬品等が備えられているか。 (1) 支援法施行規則第1条1ヘ(6) (1) Ｃ

人間性及び専門性の向上への
取り組みが不十分である。

労働安全衛生規則第43条～第45
条

ファイルへ記録を出力し、文書を作成する
ことができるか。

　電磁的方法により記載事項を
交付又は同意を得ようとする場
合に、利用申込者がファイルへ
記録を出力できない。

必要な医薬品等が備えられて
いない。

　利用申込者から文書又は電磁
的方法で申し出があったにもか
かわらず、記載事項の提供又は
同意の取得を書面ではなく電磁
的方法で行っている。

　特定地域型保育事業者は、区運営基準条例第62条第2項の規
定により記載事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該記
載事項を提供する教育・保育給付認定保護者等に対し、その用
いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電
磁的方法による承諾を得なければならない。
（1）区運営基準条例第62条第2項各号に規定する方法のうち特
定地域型保育事業者が使用するもの
（2）ファイルへの記録の方式

　利用申込者に対して、電磁的方法の種類
及び内容を示しているか。

　利用申込者に対して、電磁的方
法の種類及び内容を示していな
い。

　利用申込者から文書又は電磁的方法に
より承諾を得ているか。

　利用申込者から文書又は電磁
的方法により承諾を得ていない。

区運営基準条例第62条第2項各号に掲げる方法は、教育・保
育給付認定保護者等がファイルへの記録を出力することによる
文書を作成することができるものでなければならない。

　　 肝機能AST（ＧＯＴ）、ALT（ＧＰＴ）、γ-GT（γ-ＧＴＰ）、
　　 血中脂質（ＬＤＬコレステロール）、（ＨＤＬコレステロール）
　　 中性脂肪（血清トリグリセライド）、血糖（HbA1cでも可）、
　　 心電図

　必要な医薬品その他の医療品が備えられていること。

人間性及び専門性の向上
が図られていること

保育に従事する者が保育所保育指針（平成29年厚生労働省告示
第117号）を理解する機会を設ける等、保育に従事する者の人間性
及び専門性の向上が図られていること。

　人間性及び専門性の向上が図られている
か。

　区運営基準条例第62条第4項の規定による承諾を得た特定地
域型保育事業者は、当該教育・保育給付認定保護者等から文
書又は電磁的方法により、電磁的方法による提供を受けない旨
申出があったときは、当該教育・保育給付認定保護者等に対し、
第2項に規定する記載事項の提供を電磁的方法によりしてはな
らない。ただし、当該教育・保育給付認定保護者等が再び2の規
定による承諾をした場合は、この限りでない。

　利用申込者から文書又は電磁的方法で
申し出があったときは、記載事項の提供又
は同意の取得を電磁的方法ではなく、書面
により行っているか。
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認証保育所　運営管理

評価項　　目 基本的考え方 観　　点 関係法令等 評価事項

6 安全対策 1 1 　安全計画を策定しているか。 (1) (1) 　安全計画を策定していない。 Ｃ

2 (2) Ｂ

2 1 (1) (1) Ｃ

3 1 (1) 支援法施行規則第1条1ヘ(13) (1) Ｃ

7 1 (1) (1) Ｃ

施設の設備の安全点検、職員、小学校就学前子ども等に対す
る施設外での活動、取組等を含めた施設での生活その他の日
常生活における安全に関する指導、職員の研修及び訓練その
他施設における安全に関する事項についての計画（以下「安全
計画」という。）が策定され、当該安全計画に従い、小学校就学
前子どもの安全確保に配慮した保育の実施が行われているこ
と。

不審者の施設への立入防止等の対策や緊急時における小学
校就学前子どもの安全を確保する体制が整備されていること。

支援法施行規則第1条1ヘ (11)、
(15)

安全対策について、必要な措置を講じて
いるか。

安全対策について、必要な措
置が不十分である。

子どもの所在見落としを防止す
る装置を用いて、降車の際所在
確認を行っていない。

職員に対し、安全計画について周知されているとともに、安全
計画に定める研修及び訓練が定期的に実施されていること。

事故発生時に適切な救命措置が可能となるよう、訓練が実施
されていること。

安全計画に定める研修及び訓練を実施し
ているか。

支援法施行規則第1条1ヘ (12)、
(18)

安全計画に定める研修及び訓
練を実施していない。

保護者に対し、安全計画に基づく取組の内容等について周知
されていること。

保護者に対し、安全計画に基づく取組の
内容について周知しているか。

保護者に対し、安全計画に基づ
く取組の内容について周知してい
ない。

自動車を運行する場合の
所在の確認

小学校就学前子どもの送迎を目的とした自動車（運転者席及びこ
れと並列の座席並びにこれらより一つ後方に備えられた前向きの座
席以外の座席を有しないものその他利用の態様を勘案してこれと同
程度に小学校就学前子どもの見落としのおそれが少ないと認められ
るものを除く。）が日常的に運行されるときは、当該自動車にブザー
その他の車内の小学校就学前子どもの見落としを防止する装置を
備え、これを用いて支援法施行規則第1条第1項へ第16号に定める
所在の確認（小学校就学前子どもの降車の際に限る。）が行われて
いること。

子どもの所在の見落としを防止する装置
を用いて、降車の際の所在確認を行ってい
るか。

支援法施行規則第1条1ヘ(17)
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　(２)　人権の尊重 １

目　　　　　　次

１　保育の状況

　(１)　保育内容 １

　(１)　児童健康診断 ５

　(３)　整備すべき帳簿 ２

　(４)　保護者とのコミュニケーション ２

２　食事の提供の状況

　(１)　献立の作成業務 ３

　(２)　食事の提供 ３

　(３)　衛生管理 ４

３　健康・安全の状況

　(２)　健康状態の把握 ５

　(３)　虐待等への対応 ５

　(４)　感染症 ６

　(５)　乳幼児突然死症候群の予防及び睡眠中の事故防止 ６

　(６)　子どもの安全確保 ６

　(７)　事故発生時の対応 ８



〔凡例〕

№ 関　係　法　令　及　び　通　知　等 略　称

１ 平成２４年８月２２日法律第６５号「子ども・子育て支援法」 支援法

２ 平成２６年６月９日内閣府令第４４号「子ども・子育て支援法施行規則」 支援法施行規則

３ 平成２９年３月３１日厚生労働省告示第１１７号「保育所保育指針」 保育所保育指針

４
平成２６年９月３０日条例第５５号「足立区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援
施設等の運営に関する基準を定める条例」

区運営基準条例

５ 昭和２２年１２月１２日法律第１６４号「児童福祉法」 児童福祉法

６ 平成１２年５月２４日法律第８２号「児童虐待の防止等に関する法律」
児童虐待の防止等に関する
法律

７ 昭和４７年９月３０日労働省令第３２号「労働安全衛生規則」 労働安全衛生規則

８ 令和２年３月３１日子母発０３３１第１号「児童福祉施設における『食事摂取基準』を活用した食事計画について」 子母発０３３１第１号通知

９ 平成９年３月３１日社援施第６５号「社会福祉施設における衛生管理について」 社援施第６５号通知

１０ 平成２９年６月１６日生食発０６１６第１号「『大量調理施設衛生管理マニュアル』の改正について」 生食発０６１６第１号通知

１１ 平成１７年２月２２日雇児発第０２２２００１号「社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について」 雇児発第０２２２００１号通知

１２ 平成１３年６月１５日雇児総発第４０２号「児童福祉施設等における児童の安全の確保について」 雇児総発第４０２号通知

１３
令和４年６月１３日府子本第６７９号、４初幼教第９号、子少発０６１３第１号、子保発０６１３第１号「教育・保育施設等にお
いてプール活動・水遊びを行う場合の事故の防止について」

府子本第６７９通知

１４
令和７年３月２1日こ成安第４５号、６教参学第５２号「教育・保育施設等における重大事故の再発防止のための事後的な
検証について」

こ成安第４５号通知

　以下の関係法令及び通知等を略称して次のように表記する。



№ 関　係　法　令　及　び　通　知　等 略　称

１５ 令和７年３月２１日こ成安第４４号、６教参学第５１号「教育・保育施設等における事故の報告等について」 こ成安第４４号通知

１６ 平成１３年５月７日１２福子推第１１５７号「東京都認証保育所事業実施要綱」 実施要綱

１７ 平成１６年１月２２日福子推第１０３２号「東京都認証保育所事業実施細目」 実施細目

１８ 令和７年１０月２７日７福祉子保第２９５１号「保育所等における虐待等通報・相談について」 ７福祉子保第２９５１号通知

１９ 令和６年２月８日５福祉子保第３００４号「保育施設における睡眠時の安全管理の徹底について」 ５福祉子保第３００４号通知

２０ 令和７年３月３１日６福祉子保第５６４９号「教育・保育施設等における事故発生時等の対応について」 ６福祉子保第５６４９号通知

２１ 令和５年１２月１日５足教子指発第１２７６号　「腸内細菌結果（検便）陽性判明時の対応について」 ５足教子指発第１２７６通知

２２
令和６年９月１７日６足教子指発第７７４号「土・日・祝日、開庁時間外の腸内細菌検査（検便）陽性判明時の対応につい
て」

６足教子指発第７７４号通知

２３ 令和６年１１月２６日６足教子指発第１０５６号「感染症発生時の報告について」 ６足教子指発第１０５６号通知

２４ 令和５年３月１３日４足教子指発第１６００号「睡眠時の観察について」 ４足教子指発第１６００号通知

２５ 令和７年３月２５日６足教子幼発第４４２６号「保育施設における事故等の連絡について」 ６足教子幼発第４４２６号通知

２６ 令和８年３月２４日７足教子幼発第４４２０号「保育施設における事故等の連絡について」 ７足教子幼発第４４２０号通知

２７ 令和４年１０月５日４足教子指発第７８７号「緊急時（けいれん・頭部打撲）の対応について」 ４足教子指発第７８７号通知



認証保育所　保育内容

評価

1
（1） 1 (1) 支援法第2条 (1) 　保育の内容が適切ではない。 Ｃ

(2)
(2) 　保育の内容が不十分である。 Ｂ

(3) 保育所保育指針第1章、第2章
(4) 実施細目6

（2）
ア 人格を尊重した保育 1 (1) 支援法第33条6 (1) Ｃ

(2)

(3)
(2） Ｂ

(4) 実施細目6

　保育所における保育士は、児童福祉法第18条の4の規定を踏ま

イ 虐待等の行為 1 (1) (1) Ｃ

(2)

(3) 児童福祉法第33の10
(4)

(5) 実施細目6
(6) 7福祉子保第2951号通知

項　　目 　　基本的考え方　 観　　点 関係法令等 評価事項

保育の状況

人権の尊重

保育内容 　小学校就学前子ども一人一人の心身の発育や発達の状況を把握
し、保育内容が工夫されていること。　（支援法施行規則）

　保育の内容は適切か。
支援法施行規則第1章第1条1ニ
(1)、(4)、(5)、(6)

　小学校就学前子どもに対し漫然とテレビやビデオを見せ続ける等、
小学校就学前子どもへの関わりが少ない放任的な保育内容でない
こと。　（支援法施行規則）

　必要な遊具、保育用品等が備えられていること。　（支援法施行規
則）

　小学校就学前子どもの最善の利益を考慮し、保育サービスを実施
する者として適切な姿勢であること。（以下省略）　（支援法施行規

 特定教育・保育施設の設置者は、小学校就学前子どもの人格を尊
重するとともに、この法律及びこの法律に基づく命令を遵守し、誠実
にその職務を遂行しなけれなならない。（支援法）

　子ども一人一人の人格を尊重した保育を
行っているか。

　子ども一人一人の人格を尊重
した保育を行っていない。支援法施行規則第1章第1条1ニ

(6)、(8)
保育所保育指針第1章1(1)ｱ、ｴ、
(5)ｱ、2（2）ｲ（ｱ）②、③　小学校就学前子どもに身体的苦痛を与えること、人格を辱めること

等がないよう、小学校就学前子どもの人権に十分配慮されているこ
と。　（支援法施行規則）

　子ども一人一人の人格を尊重
した保育が不十分である。

【役割】
　保育所は、児童福祉法（昭和22年法律第164号）第39条の規定に
基づき、保育を必要とする子どもの保育を行い、その健全な心身の
発達を図ることを目的とする児童福祉施設であり、入所する子どもの
最善の利益を考慮し、その福祉を積極的に増進することに最もふさ
わしい生活の場でなければならない。　（保育所保育指針）

　保育所は、その目的を達成するために、保育に関する専門性を有
する職員が、家庭との緊密な連携の下に、子どもの状況や発達過程
を踏まえ、保育所における環境を通して、養護及び教育を一体的に
行うことを特性としている。　（保育所保育指針）

　小学校就学前子どもに身体的苦痛を与えること、人格を辱めること
等がないよう、小学校就学前子どもの人権に十分配慮されているこ
と。　（支援法施行規則）

児童虐待の防止等に関する法律
第3条

え、保育所の役割及び機能が適切に発揮されるように、倫理観に裏
付けられた専門的知識、技術及び判断をもって、子どもを保育する。
（以下省略）（保育所保育指針）

　小学校就学前子どもの最善の利益を考慮し、保育サービスを実施
する者として適切な姿勢であること。　（以下省略）　（支援法施行規
則）

　子どもの心身に有害な影響を与える行為
をしていないか。

支援法施行規則第1章第1条1ニ
(6)、(8)

　子どもの心身に有害な影響を
与える行為をしている。

保育所保育指針第1章1(1)ｱ、ｴ、
(5)ｱ

保育-1



認証保育所　保育内容

評価項　　目 　　基本的考え方　 観　　点 関係法令等 評価事項

②

③

④

(3) 1 （1） (1) Ｃ

・ （2） 保育所保育指針第1章3(3)エ (2) Ｂ
・ （3） 区運営基準条例第54条、第61条2
・ （4） 実施要綱12（4）、別紙2
・ （5） 実施細目6

2 (1) 支援法施行規則第1章第1条ﾍ(26) 　児童出欠簿を作成していない。 Ｃ
(2) 実施要綱12（4）、別紙2

(2） Ｂ

3 (1) 支援法施行規則第1章第1条ﾍ(26) (1) 　児童票を作成していない。 Ｃ
(2) 保育所保育指針第1章3(3)ｴ
(3) 実施要綱12（4）、別紙2 (2) Ｂ
(4) 実施細目6

(4） 1 1 (1) (1) Ｃ

・ (2)
(2) Ｂ

(3) 実施要綱12（4）、別紙2
・ (4) 実施細目6(1)ｴ

(3) Ｂ

・

2 1 (1) (1) Ｃ

(2)

(3) 実施要綱12（4）、別紙2 (2) Ｂ
(4) 実施細目6(1)ｴ

① 　子どもの身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加
えること。

整備すべき帳簿 　小学校就学前子どもの生活リズムに沿ったカリキュラムが設定さ
れ、かつ、それが実施されていること。　（支援法施行規則）

　保育日誌等を作成しているか。 支援法施行規則第1章第1条1ニ
(3)、ヘ（26）

　保育日誌等を作成していない。
【記載事項】

　子どもにわいせつな行為をすること又は子どもをしてわいせつ
な行為をさせること。

　子どもの心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長
時間の放置、同居人若しくは生活を共にする他の子どもによる
①、②又は④の行為の放置その他の施設職員等としての養育
又は業務を著しく怠ること。

　子どもに対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の
子どもに著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

保護者とのコミュニケー
ション

　保護者と密接な連絡を取り、その意向を考慮した保育が行わ
れていること。　（支援法施行規則）

　保護者への支援・相談・連絡の対応がで
きているか。

支援法施行規則第1章第1条1ニ
(10)、(12)

　保護者への支援・相談・連絡の
対応ができていない。

  提供した日にち 　保育日誌等の記録が不十分で
ある。　職員及び保育している小学校就学前子どもの状況を明らかにする

帳簿等が整備されていること。　（支援法施行規則）
  提供した時間帯
  記録者名
  支援の具体的な内容（子どもが活動する
姿を通した記録内容）　等　特定子ども・子育て支援提供者（法第30条の11第3項に規定する特

定子ども・子育て支援提供者をいう。以下同じ。）は、特定子ども・子
育て支援（同条第1項に規定する特定子ども・子育て支援をいう。以
下同じ。）を提供した際は、提供した日及び時間帯、当該特定子ども・
子育て支援の具体的な内容その他必要な事項を記録しなければな
らない。　（区運営基準条例）

　児童出欠簿を作成しているか。 (1)

  保護者と保育者の間で連絡帳等様々な
機会を活用した子どもに関した情報の共有
があるか。

保育所保育指針第2章1(3)ｴ、第3
章1(3)ｱ、ｲ、ｳ、第4章1、2　保護者や施設において提供されるサービスを利用しようとする

者等から保育の様子や施設の状況を確認したい旨の要望が
あった場合には、小学校就学前子どもの安全確保等に配慮しつ
つ、保育室等の見学に応じる等適切に対応されていること。　（支
援法施行規則）

　保護者への支援・相談・連絡の
対応が不十分である。

  面談や保護者会等、また、アンケートや意
見箱等の保護者の意見を聞く機会等を設
けているか。

　保護者や入所希望者等の要望
に応じていない。

　児童出欠簿の記録が不十分で
ある。

　児童票を作成しているか。

　児童票の記録が不十分であ
る。

  保護者や入所希望者等から要望があった
場合には保育参観や施設見学等に応じて
いるか。

　緊急時の連絡体制は十分か。 支援法施行規則第1章第1条1ニ
(11)
保育所保育指針第3章1(1)ｲ、(3)
ｱ、4(2)ｳ

　保護者と緊急時の連絡体制が
不十分である。

　緊急時における保護者との連絡体制が整備されていること。
（支援法施行規則）

　保護者と緊急時の連絡体制が
整備されていない。

保育-2



認証保育所　保育内容

評価項　　目 　　基本的考え方　 観　　点 関係法令等 評価事項

2
(1）

ア 献立の作成 1 (1) (1) Ｃ

(2)     実施要綱12(4)、別紙2
(3)     実施細目6（2）ｴ

　
イ 献立の内容 1 (1) 支援法施行規則第1章第1条１ﾎ(2) (1) Ｂ

(2) 保育所保育指針第3章2(1)ｲ
(3) 子母発0331第1号通知
(4) 実施細目6(2）ｲ、ｳ

2 (1) 支援法施行規則第1章第1条１ﾎ(2) (1) Ｂ
・ (2) 実施細目6(2）ｲ、ｳ

・

(2）
ア 献立に基づく提供 1 (1) 支援法施行規則第1章第1条１ﾎ(3) (1) Ｃ

(2)     実施要綱12（4）、別紙2
(3)     実施細目6(2)エ

・
・
・

イ 1 (1) 支援法施行規則第1章第1条1ﾎ(2) (1) Ｃ
・ (2)

・ (2） Ｂ
(3) 実施細目6

・
・
・

・ 生活管理指導表等により、保護者と情報共有する。
・

2 (1) 支援法施行規則第1章第1条１ﾎ(2) (1) Ｃ
・ (2)

・
(3) 実施細目6 (2） Ｂ

食事の提供の状況
献立の作成業務

　調理があらかじめ作成した献立に従って行われていること。　（支援
法施行規則）

　献立表を適切に作成しているか。 支援法施行規則第1章第1条1ﾎ
(2)、(3)

　献立表を適切に作成していな
い。

　小学校就学前子どもの年齢や発達、健康状態（アレルギー疾患等
の状態を含む。）等に配慮した食事内容とされていること。　（支援法
施行規則）

　小学校就学前子どもの年齢や発達、健康状態（アレルギー疾患等
の状態を含む。）等に配慮した食事内容とされていること。　（支援法
施行規則）

　献立が季節感、嗜好に考慮し、変化に富
んだ内容となっているか。

　献立が季節感、嗜好に考慮し、
変化に富んだ内容となっていな
い。

　給食は認証保育所で調理されたもので、できる限り変化に富み、入
所児童の健全な発育に必要な栄養量を有するものであること。　（実
施細目）

　その他献立内容に問題がないか。 　その他献立内容に問題があ
る。

子どもの状況に応じた
配慮

　健康な心と体を育てるためには望ましい食習慣の形成が重要であ
ることを踏まえ、離乳食が完了期へと徐々に移行する中で、様々な
食品に慣れるようにするとともに、和やかな雰囲気の中で食べる喜
びや楽しさを味わい、進んで食べようとする気持ちが育つようにする
こと。なお、食物アレルギーのある子どもへの対応については、嘱託
医等の指示や協力の下に適切に対応すること。　（保育所保育指針）

　子どもの状況に応じた配慮をしているか。 　　 　

食事の提供
　調理があらかじめ作成した献立に従って行われていること。　（支援
法施行規則）

　合理的な理由の場合を除き、あらかじめ
作成された献立に従って調理しているか。

　合理的な理由なくあらかじめ作
成された献立に従って調理してい
ない。【合理的な理由の具体的事例】

　子どもの状況に応じた配慮をし
ていない。  家庭で喫食経験のある食品を提供してい

るか。
保育所保育指針第2章1(2)ｱ(ｲ)③、
(ｳ)②、2(2)ｱ(ｲ)④、（ｳ）②、第3章
2(2)ｳ  乳児に（授乳、離乳食の提供等）配慮して

いるか。
　子どもの状況に応じた配慮が
不十分である。

  体調不良等へ配慮しているか。
  障がいに応じた配慮をしているか。

  感染症発生に伴う保健所の指示
  調理室の改築・修繕等

（対策例）

生活管理指導表等に基づいた対応について、保育士等が保
護者と面談を行い、相互の連携を図る。 　食物アレルギー等への対応を適切に行っ

ているか。
　食物アレルギー等の対応を適
切に行っていない。誤食事故は注意を払っていても、日常的に発生する可能性

があることを踏まえ、食器の色を変える、座席を固定する、食
事中に保育士等が個別的な対応を行うことができるようにす
る等の環境面における対策を行う。

保育所保育指針第2章1(2)ｱ(ｳ)②、
2(2)ｱ(ｳ)②、ｳ➁、第3章1(3)ｳ  生活管理指導表等に基づいたアレルギー

対応献立があるか。　等 　食物アレルギー等の対応が不
十分である。

  食材の形状と種類に配慮しているか。　等

参考　「保育所におけるアレルギー対応ガイドライン」（平成31年
4月 厚生労働省）、「教育・保育施設等における事故防止及び事
故発生時の対応のためのガイドライン」　（平成28年3月 内閣
府）、「食物アレルギー対応ガイドブック」（令和3年12月 東京都
福祉保健局）

　調理は、認証保育所又は設置者があらかじめ作成した献立に従う
ことを原則とし、献立内容に変更があった場合は、その内容を記録す
ること。　（実施細目）

　既製品（インスタント食品、市販の調理済
み製品等）の使用が随所に見られるか。
　おやつが甘味品・菓子類に偏っていない
か。　等

  非常災害等で給食提供が不可能　等
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認証保育所　保育内容

評価項　　目 　　基本的考え方　 観　　点 関係法令等 評価事項

ウ 食事の中止等 1 (1) 支援法施行規則第1章第1条１ﾎ(3) (1) Ｃ
(2) 実施細目6（2）ｱ

・
・
・

(3)
ア 検便 1 (1) 支援法施行規則第1章第1条１ﾍ(5) (1) Ｃ

(2) 労働安全衛生規則第47条
(3)

(2) 　その他不十分な事項がある。 Ｂ
(4) 実施要綱12（4）、別紙2
(5) 実施細目6（4）ｴ

・
・

　 ・
・

2 1 (1) 労働安全衛生規則第51条 (1) Ａ
(2) 実施要綱12（4）、別紙2

イ 1 (1)    (1) Ａ

(2) 実施要綱12（4）、別紙2
(3) 実施細目6（4）ｴ

・
・
・
・

2
　

1 (1) 支援法施行規則第1章第1条１ﾎ(1) (1) Ｃ
(2)

(3) 実施要綱12（4）、別紙2 (2) Ａ
(4) 実施細目6（4）ｵ

【合理的な理由の具体的事例】
　給食（主食、副食及び間食）を毎日適切に提供すること。　（実施細
目）

  感染症発生に伴う保健所の指示
  調理室の改築・修繕等

衛生管理

　調理があらかじめ作成した献立に従って行われていること。　（支援
法施行規則）

　合理的な理由なく、給食を中止していない
か。

　合理的な理由なく、給食を中止
している。

1  調理に携わる職員の検便がおおむね一月に一回実施されている
こと。　（支援法施行規則）

  調理従事者及び調乳担当者の検便を適
切に行っているか。

　調理従事者及び調乳担当者の
検便を適切に行っていない。

　事業者は、事業に付属する食堂又は炊事場における給食の業務
に従事する労働者に対し、その雇入れの際又は当該業務への配置
替えの際、検便による健康診断行なわなければならない。　（労働安
全衛生規則）

「赤痢」「サルモネラ」「0157」
（厚労省指定第3種感染症）

【検査期間】

　検査結果を適切に保管してい
ない。

1 社援施第65号通知・生食発0616第
1号通知

  非常災害等で給食提供が不可能　等

  雇い入れ前
  月1回以上
  調理従事及び調乳担当への配置換え時

　事業者は、第47条の健康診断の結果に基づき、健康診断個人
票を作成して、これを5年間保存しなければならない。（一部省
略）　（労働安全衛生規則）

　検便の検査結果を適切に保管している
か。

  育休、病休等の復職時（雇入れ前に準ず
る）

施設に備える書類
認証保育所には別紙2に定める書類を整備し、備え付けておか
なければならない。（実施要綱）

【検査必須項目】 社援施第65号通知・生食発0616第
1号通知

　調理室の衛生管理が不適切で
ある。社援施第65号通知・生食発0616第

1号通知
　施設の責任者は、衛生管理者に別紙（調理施設の）点検表に
基づく点検作業を行わせるとともに、そのつど点検結果を報告さ
せ、適切に点検が行われたことを確認すること。（以下省略）
（社援施第65号通知・生食発0616号通知）

　衛生管理の自主点検を行い、
記録していない。

  下痢
  嘔吐
  発熱
  手指等の化膿創　等

　調理室、調理、配膳、食器等の衛生管理が適切に行われてい
ること。　（支援法施行規則）

　調理室等、食材等の衛生管理に努め、衛
生上必要な措置を講じているか。

　調理従事者等は下痢、嘔吐、発熱などの症状があった時、手
指等に化膿創があった時は調理作業に従事しないこと。　（社援
施第65号通知・生食発0616号通知）

【健康チェック項目】

調理従事者、調乳担
当者の健康チェック及
び調理室等の点検

　調理従事者等は、毎日作業開始前に、自らの健康状態を衛生
管理者に報告し、衛生管理者はその結果を記録すること。

　調理従事者等は、毎日作業開始前に、自
らの健康状態の結果を記録しているか。

　調理従事者及び調乳担当者の
健康チェックを行い、記録してい
ない。
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認証保育所　保育内容

評価項　　目 　　基本的考え方　 観　　点 関係法令等 評価事項

3
(1) 1 (1) 支援法施行規則第1章第1条１ﾍ(3) (1) Ｃ

(2) 保育所保育指針第3章1(2)ｲ
(3) 実施要綱12（4）、別紙2
(4) 実施細目6（3）

2 (1) 支援法施行規則第1章第1条１ﾍ(3) (1) Ｃ
(2) 保育所保育指針第3章1(2)ｲ
(3) 実施要綱12（4）、別紙2
(4) 実施細目6（3）

(2) 1 1 　日々の健康状態を観察しているか。 (1) 支援法施行規則第1章第1条１ﾍ(1) (1) Ｃ
(2)

(3) 実施要綱12（4）、別紙2
(4) 実施細目6（1）

2 1 (1) 支援法施行規則第1章第1条１ﾍ(2) (1) Ｃ
(2) 保育所保育指針第3章1(1)ｱ
(3) 実施要綱12（4）、別紙2
(4) 実施細目6(１)ｱ (2) 　身長、体重等の測定を毎月 Ｂ

行っていない。

(3) 1 1 (1) 支援法施行規則第1章第1条１ﾆ(9) (1) Ｃ
(2) 保育所保育指針第3章1(1)ｳ
(3)

(4) 実施細目6（1）
(5) 7福祉子保第2951号通知

2 1 (1) 支援法施行規則第1章第1条１ﾆ(9) (1) Ｃ
(2)

(3) 児童福祉法第25条 (2） Ｃ
(4)

(5) 実施細目6
(6) 7福祉子保第2951号通知

健康状態の把握 　小学校就学前子ども一人一人の健康状態の観察が小学校就
学前子どもの登園及び降園の際に行われていること。　（支援法
施行規則）

　日々の健康状態を観察してい
ない。保育所保育指針第1章2(2）ｱ(ｲ)

①、第3章1(1)ｲ

健康・安全の状況
 児童健康診断 　継続して保育している小学校就学前子どもの健康診断が入所時及

び一年に二回実施されていること。　（支援法施行規則）
　入所前の健康診断を実施しているか。 　入所前の健康診断を実施して

いない。

　一人一人の子どもの平常の健康状態や発育及び発達状態を
的確に把握し、異常を感じる場合は、速やかに適切に対応する。
（保育所保育指針）

　身長及び体重の測定等基本的な発育状態の観察が毎月定期
的に行われていること。　（支援法施行規則）

　身長、体重等の測定を毎月行っている
か。

　身長、体重等の測定を全く行っ
ていない。

　子どもの心身の状態に応じて保育するために、子どもの健康状
態並びに発育及び発達状態について、定期的・継続的に、また、
必要に応じて随時、把握すること。　（保育所保育指針）

　 子どもの心身の健康状態や疾病等の把握のために、嘱託医等に
より定期的に健康診断を行い、その結果を記録し、保育に活用する
とともに、保護者が子どもの状態を理解し、日常生活に活用できるよ
うにすること。　（保育所保育指針）

　年度内に2回の健康診断を実施している
か。

  年度内に2回の健康診断を実施
していない。

　子どもの心身の状態等を観察し、不適切な養育の兆候が見ら
れる場合には、市町村や関係機関（嘱託医、児童相談所、こども
支援センター、福祉事務所、児童委員、保健所等）と連携し、児
童福祉法第25条に基づき、適切な対応を図ること。また、虐待が
疑われる場合には、速やかに市町村又は児童相談所（こども支
援センターげんき）に通告し、適切な対応を図ること。　（保育所
保育指針）

　不登園等、虐待が疑われる場合や不適
切な養育の兆候が見られる場合に、適切に
対応しているか。

　虐待が疑われる場合等に適切
に対応していない。保育所保育指針第3章1(1)ｳ、第4

章2（3）
　関係機関との連携が図られて
いない。児童虐待の防止等に関する法律

第6条

虐待等への対応 　小学校就学前子どもの身体、保育中の様子又は家族の態度
等から虐待等不適切な養育が行われていることが疑われる場合
には、児童相談所その他の専門的機関と連携する等の体制がと
られていること。　（支援法施行規則）

　児童虐待の早期発見のために子どもの
心身の状態等を把握しているか。

　児童虐待の早期発見のために
子どもの心身の状態等を把握し
ていない。児童虐待の防止等に関する法律

第5条

　学校、児童福祉施設、病院その他児童の福祉に業務上関係の
ある団体及び学校の教職員、児童福祉施設の職員、医師、保健
師、弁護士その他児童の福祉に職務上関係のある者は、児童
虐待を発見しやすい立場にあることを自覚し、児童虐待の早期
発見に努めなければならない。　（一部省略）（児童虐待の防止
等に関する法律）
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認証保育所　保育内容

評価項　　目 　　基本的考え方　 観　　点 関係法令等 評価事項

(4) 1 1 (1) 支援法施行規則第1章第1条１ﾍ(7) (1) Ｃ
(2) 保育所保育指針第3章1(3)ｲ
(3) 実施細目6

(2） Ｂ

2 1 (1) 雇児発第0222001号通知 (1) Ａ
(2) 5足教子指発第1276号通知
(3) 6足教子指発第774号通知
(4) 6足教子指発第1056号通知

(5) 1 (1) (1) Ｃ

・ (2)
・

(3) 実施細目6 (2) Ｂ
・ (4) 5福祉子保第3004号通知
・ (5) 4足教子指発第1600号通知

・ 2 (1) 支援法施行規則第1章第1条１ﾍ(8) (1） Ｃ
・ (2) 保育所保育指針第3章3(2)ｱ、ｲ

・ ・ (3) 実施細目6
(4) 5福祉子保第3004号通知 (2) Ｂ
(5) 4足教子指発第1600号通知

・ ・

・ 職員は睡眠中の子どものそばを離れない。
・ 照明は、子どもの顔色が観察できるくらいの明るさを保つ。
・ 職員から死角になる場所に子どもを寝かせない。　　等

（4足教子指発第1600号通知）

(6) 　
ア 事故防止 1 1 (1) 支援法施行規則第1章第1条１ﾍ

(11)、(14)
(1) Ｃ

(11)、(14)
・ (2)
・ (2) Ｂ

(3) 実施細目6
・

(3) Ｂ

　腸内細菌検査（検便）で陽性が判明したら通知に従って区へ報
告する。　（5足教子指発第1276号通知）

　以下の感染症の発生及び腸内細菌検査
（検便）の陽性判明時には、速やかに区へ
報告をしているか。

　区への報告・連携が行われて
いない。

　施設の感染状況を把握し、保健所と迅速な連携をとるため、感
染症等で欠席・欠勤した園児・職員がいる場合、通知に従って区
へ報告をする。　（6足教子指発第1056号通知）

新型コロナウイルス感染症・
インフルエンザ・胃腸炎・麻しん・
風しん・百日咳・結核・腸チフス・
パラチフス・細菌性赤痢　　　等

感染症 　小学校就学前子どもが感染症にかかっていることが分かった
場合には、かかりつけ医の指示に従うよう保護者に対し指示が
行われていること。　（支援法施行規則）

　感染症の予防及びまん延防止対策を
行っているか。

　感染症予防及びまん延防止対
策を適切に行っていない。

　感染症予防及びまん延防止対
策が不十分である。　感染症やその他の疾病の発生予防に努め、その発生や疑い

がある場合には、必要に応じて嘱託医、市町村、保健所等に連
絡し、その指示に従うとともに、保護者や全職員に連絡し、予防
等について協力を求めること。また、感染症に関する保育所の対
応方法等について、あらかじめ関係機関の協力を得ておくこと。
看護師等が配置されている場合には、その専門性を生かした対
応を図ること。　（保育所保育指針）

乳幼児突然死症候群の予
防及び睡眠中の事故防止

　満一歳未満の小学校就学前子どもを寝かせる場合には、仰向けに
寝かせることとされていること。　（支援法施行規則）

　乳幼児突然死症候群（SIDS）の予防及び
睡眠中の事故防止対策を講じているか。

支援法施行規則第1章第1条１ﾍ
(8)、(9)、(10)

　乳幼児突然死症候群の予防及
び睡眠中の事故防止対策を講じ
ていない。  乳児の仰向け寝を徹底しているか。 保育所保育指針第2章1(3)ｱ、第3

章1(3)ｲ、3(2)ｱ、ｲ　乳児は疾病への抵抗力が弱く、心身の機能の未熟さに伴う疾病の
発生が多いことから、一人一人の発育及び発達状態や健康状態に
ついての適切な判断に基づく保健的な対応を行うこと。　（保育所保
育指針）

  1歳児以上でも、状況を把握できるまでの
間は、仰向けに寝かせているか。

  0歳児は5分に1回 　睡眠時チェック表の記録が不十
分である。  1～2歳児は10分に1回　が望ましい。

　乳幼児突然死症候群の予防及
び睡眠中の事故防止対策が不
十分である。

  職員がそばで見守っているか。
  睡眠時の乳幼児の顔色が観察できる明る
さか。　等

【乳幼児突然死症候群(SIDS)の予防及び睡眠中の事故防止】
乳児は仰向け寝を徹底する（医師がうつぶせ寝を勧める場
合を除く）。

　睡眠時チェック表を作成しているか。 　睡眠時チェック表の記録を作成
していない。

1歳児以上でも、子どもの家庭での生活や就寝時間、発達の
状況など一人一人の状況を把握できるまでの間（新入園児
等）は、必ず仰向けに寝かせる。

  その都度記録しているか。　等

子どもの安全確保
　保育中の事故防止のために、子どもの心身の状態等を踏まえ
つつ、施設内外の安全点検に努め、安全対策のために全職員
の共通理解や体制づくりを図るとともに、家庭や地域の関係機関
の協力の下に安全指導を行うこと。　（保育所保育指針）

　子どもの安全確保に配慮した保育の実施
が行われているか。

  個別にチェックしているか。
乳児のチェックは、必ず一人一人の体に触れて睡眠状態を
確認する。　※器機の使用の有無にかかわらず、必ず子ども
のそばに行ってチェックを行う。

  定期的に睡眠チェックを行っているか。

　子どもの安全確保に配慮した
保育の実施が行われていない。

  子どもの事故防止に配慮しているか。 保育所保育指針第1章1(4)ｲ、2(2)ｱ
(ｲ)②、第3章3(2)ｱ、ｲ  事故防止及び発生時対応の各種ガイドラ

イン及びマニュアルを作成しているか。
　子どもの安全確保に配慮した
保育の実施が不十分である。

  事故防止及び発生時対応の各種ガイドラ
イン及びマニュアルを定期的に職員と共有
しているか。　等

　事故防止の取組を行う際には、特に、睡眠中、プール活動・水
遊び中、食事中等の場面では重大事故が発生しやすいことを踏
まえ、子どもの主体的な活動を大切にしつつ、施設内外の環境
の配慮や指導の工夫を行うなど、必要な対策を講じること。　（保
育所保育指針）

　各種ガイドライン及びマニュア
ル等を職員と共有していない。
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認証保育所　保育内容

評価項　　目 　　基本的考え方　 観　　点 関係法令等 評価事項

◎ ◎ (1) (1) Ｃ

(2)
(2) Ｂ

(3) 実施細目6(4)ｲ

◎ ◎ (1) (1) Ｃ

(2) 保育所保育指針第3章3(2)ｱ、ｲ
(3) 実施細目6 (2) Ｂ

　
過◎

◎ ◎ (1) (1) Ｃ
・

(2) 保育所保育指針第3章3(2)ｱ、ｲ
・ (3) 雇児総発第402号通知 (2) Ｂ
・ (4) 実施細目6

・

・

◎

◎ ◎ (1) (1) Ｃ

(2) 保育所保育指針第3章3(2)ｱ、ｲ
(3) 府子本第679号通知 (2) Ｂ
(4) 実施細目6

支援法施行規則第1章第1条1ﾍ
(11)、(14)

　窒息の可能性のある玩具等に
ついて定期的に点検していない。

保育所保育指針第1章1(4)ｲ、第3
章3(2)日常的な点検

　施設・事業者は、あらかじめ点検項目を明確にし、定期的に点
検を実施した上で、文書として記録するとともに、その結果に基
づいて、問題のある箇所の改善を行い、また、その結果を職員に
周知して情報の共有化を図る。

　窒息の可能性のある玩具等に
ついて定期的な点検が不十分で
ある。

  園外保育届を作成しているか。　等

　散歩コースの追加がある場合等で、安全点検を実施していない
経路がある場合は、施設等において確実に安全点検を実施し、
交通安全の観点から危険があると認められる箇所（例：見通しが
悪い場所、交通量の多い交差点等）については、経路の見直し
等の対策を講じること。

参考　「未就学児が日常的に集団で移動する経路の交通安全の
確保について」（令和6年6月14日付こども家庭庁成育局安全対
策課・こども家庭庁成育局保育政策課事務連絡）

　プール活動・水遊びを行う場合は、監視体制の空白が生じない
よう水の外で監視に専念する人員とプール指導等を行う人員を
分けて配置するとともに、それぞれの役割分担を明確にするこ
と。水の外で監視に専念する人員を配置することができない場合
には、プール活動・水遊びを中止すること。　（府子本第679号通
知）

　プール活動・水遊び等を行う場合は、水
の外で監視に専念する職員を配置している
か。

支援法施行規則第1章第1条1ﾍ
(11)、(14)

参考「保育所等における園外活動時の安全管理に関する留意事
項」（令和元年6月21日付厚生労働省子ども家庭局総務課少子
化総合対策室・厚生労働省子ども家庭局保育課事務連絡）

  出発時、目的地到着時、目的地出発時、
帰園時等必要に応じて人数確認を行い、迷
子や置き去りの防止を行っているか。

　監視に専念する職員を配置して
いない。

　監視に専念する職員の配置が
不十分である。

　園外保育に関する体制や配慮
が整っていない。  散歩の経路を可視化し、交通量や危険箇

所の点検を行っているか。
　園外保育に関する体制や配慮
が不十分である。

  連絡体制が確保されているか。
  園外保育時に十分な職員体制で対応して
いるか。

　過去に、誤嚥、窒息などの事故が起きた食材（例：白玉風のだ
んご、丸のままのミニトマト等）は、誤嚥を引き起こす可能性につ
いて保護者に説明し、使用しないことが望ましい。

　園外保育に関する体制や配慮は十分か。

参考　「教育・保育施設等における事故防止及び事故発生時の
対応のためのガイドライン」抜粋　（平成28年3月 内閣府）

　園外で活動する場合、活動場所、活動状況等が極めて多岐に
わたるため、子どもの発達や活動場所等の特性に応じた安全管
理が必要となる。目的地や経路について事前に安全の確認を行
い、職員間で情報を共有するとともに、園外活動時の職員体制と
その役割分担、緊急事態が発生した場合の連絡方法等につい
て検討し、必要な対策を実施する。

支援法施行規則第1章第1条1ﾍ
(11)、(14)

参考　「教育・保育施設等における事故防止及び事故発生時の
対応のためのガイドライン」抜粋　　（平成28年3月 内閣府）

　職員は、子どもの食事に関する情報（咀嚼・嚥下機能や食行動
の発達状況、喫食状況）について共有する。また、食事の前に
は、保護者から聞き取った内容も含めた当日の子どもの健康状
態等について情報を共有する。

　子どもの食事に関する情報等を把握し、
誤嚥等による窒息のリスクとなるものを刻
む等配慮して提供しているか。

支援法施行規則第1章第1条1ﾍ
(11)、(14)

　窒息のリスクとなる食べ物の提
供に配慮していない。

　窒息のリスクとなる食べ物の提
供に配慮が不十分である。

　口に入れると咽頭部や気管が詰まる等窒息の可能性のある大
きさ、形状の玩具や物については、乳児のいる室内に置かない
ことや、手に触れない場所に置くこと等を徹底する。

　窒息の可能性のある玩具等が保育環境
下に置かれていないかなどについて、定期
的に点検しているか。
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認証保育所　保育内容

評価項　　目 　　基本的考え方　 観　　点 関係法令等 評価事項

2 1 (1) 雇児総発第402号通知 (1) Ａ
・

・

3 1 (1) (1) Ｃ

(2) Ｂ

イ 損害賠償保険 1 (1) (1) Ｃ

(2) 実施要綱12（4）、別紙2

(7） 1 1 (1) 支援法施行規則第1章第1条1ﾍ
(21)

(1） Ｃ
(2) 保育所保育指針第3章1(3）ｱ

・ (3) こ成安第45号通知
(4) 実施要綱12（4）、別紙2 (2） Ｂ
(5) 実施細目6
(6) 6福祉子保第5649号通知

　児童の送迎は原則として保護者が行うべきことを保護者に
徹底しているか。
　ファミリー・サポートセンターやベビーシッターを利用する場
合等保護者以外の者が迎えに来る場合、原則としてその都
度職員が保護者に確認しているか。
（雇児総発第402号通知[別添‐2]1）

　小学校就学前子どもの施設外での活動、取組等のための移動
その他の小学校就学前子どもの移動のために自動車が運行さ
れているときは、小学校就学前子どもの乗車及び降車の際に、
点呼その他の小学校就学前子どもの所在を確実に把握すること
ができる方法により、小学校就学前子どもの所在が確認されて
いること。　（支援法施行規則）

事故発生時の対応 　事故が発生した場合、当該事故の状況及び事故に際して採っ
た処置について記録されていること。　（支援法施行規則）

　事故が発生した場合に、適切に対応して
いるか。

　事故発生後の対応を適切に
行っていない。

  事故の経過及び対応を事故簿等に記録し
ているか。　保育中に体調不良や傷害が発生した場合には、その子どもの

状態等に応じて、保護者に連絡するとともに、適宜、嘱託医や子
どものかかりつけ医等と相談し、適切な処置を行うこと。看護師
等が配置されている場合は、その専門性を生かした対応を図る
こと。　（保育所保育指針）

　事故発生後の対応が不十分で
ある。【記録内容】

事故の発生状況、保護者への連絡時刻、
保護者への連絡内容、保護者の反応、受
診時刻、完治までの経過、完治（終了）日、
再発防止策、施設長の確認印またはサイ
ン　等

　損害賠償に対する策を講じているか。 支援法施行規則第1章第1条1ﾍ
(19)

支援法施行規則第1章第1条1ﾍ
(16)

　自動車への乗降車の際に、子
どもの所在確認をしていない。

　自動車への乗降車の際に、子
どもの所在確認が不十分であ
る。

（保育所の通所時における安全確保） 　子どもの登降園時に保護者等
の責任ある人であるかを確認し
ていない。

　賠償責任保険に加入する等、保育中の事故の発生に備えた措置
が講じられていること。　（支援法施行規則）

　自動車への乗降車の際に、子どもの所在
を確認しているか。

　子どもの登降園は保護者等の責任ある
人であるかの確認を行っているか。

　損害賠償に対する策を講じてい
ない。
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認証保育所　保育内容

評価項　　目 　　基本的考え方　 観　　点 関係法令等 評価事項

2 1 (1) (1) 　事故報告が行われていない。 Ｃ

(2) こ成安第44号通知
(3) 6福祉子保第5649号通知 (2) Ｂ

① (4) 7福祉子保第2951号通知
(5) 6足教子幼発第4426号通知

② 救急搬送を要請した事案 (6) 7足教子幼発第4420号通知
③ 食物アレルギー事故 (7) 4足教子指発第787号通知
④

・ 首から上の怪我や、病院で受診するような怪我や病気
・

首
救急搬送を要請した事案

・
首

食物アレルギー事故 ⑤
・

⑥ 誤与薬・与薬もれ等
消費期限切れ食品の提供 ⑦

・ 玩具等の誤飲、窒息（なりかけた場合を含む）
・ 誤与薬・与薬もれ等 ⑧ 個人情報の紛失、盗難、漏洩等
・ ⑨ 警察に通報した事案

⑩
・ 個人情報の紛失、盗難、漏洩等
・ 警察に通報した事案 ⑪
・

・ 園や職員の過失による、保護者とのトラブルに発展する可能 ※
性がある事件・事故

※ 保育中以外の園児の死亡事故や警察へ通報した事案を含
む（7足教子幼発第4420号通知）

　事故発生時に速やかに当該事故の事実を都道府県知事（地方
自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百五十二条の十
九第一項の指定都市（第二十一条の二において「指定都市」とい
う。）若しくは同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市又
は児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）第五十九条
の四第一項の児童相談所設置市においては、それぞれの長。以
下この条において「都道府県知事等」という。）に報告する体制が
とられていること。　（支援法施行規則）

支援法施行規則第1章第1条1ﾍ
(20)

　事故報告が速やかに行われて
いない。

　報告対象となる事故を所管課に速やかに
報告しているか。

【報告の内容】
首から上の怪我や、病院で受診するよ
うな怪我や病気

　以下の事件事故が発覚した場合は所管課に報告すること。

離乳食や乳幼児食の誤食（園での未食食材を含む）、誤食、
窒息（なりかけた場合を含む）、異物混入、賞味期限切れ・

見失い、置き去り、閉じ込め、連れ去り等の発生（発生しかけ
た場合も含む）

虐待や不適切保育の発生（疑いがあると判断した場合も含
む）

玩具等の誤飲、窒息（なりかけた場合
を含む）

虐待や不適切保育の発生（疑いがある
と判断した場合も含む）
園や職員の過失による、保護者とのト
ラブルに発展する可能性がある事件・
事故

見失い、置き去り、閉じ込め、連れ去り
等の発生（発生しかけた場合も含む）

保育中以外の園児の死亡事故や警察
へ通報した事案を含む

離乳食や乳幼児食の誤食（園での未食
食材を含む）、誤食、窒息（なりかけた
場合を含む）、異物混入、賞味期限切
れ・消費期限切れ食品の提供
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３　利用料及び特定費用の額の受領 １

４　領収証及び特定子ども・子育て支援提供証明書等の交付 ２

目　　　　　　次

１　会計記録の整備 １

２　施設等利用費等の適正使用 １



〔凡例〕

　以下の関係法令及び通知等を略称して次のように表記する。

№ 関　係　法　令　及　び　通　知　等 　略　称

１ 平成２４年８月２２日法律第６５号「子ども・子育て支援法」 支援法

２ 平成２６年６月９日内閣府令第４４号「子ども・子育て支援法施行規則」 支援法施行規則

３
平成２６年９月３０日条例第５５号「足立区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援
施設等の運営に関する基準を定める条例」

区運営基準条例

４
令和元年１１月２７日府子本第６８９号、元文科初第１１１８号、子発１１２６第２号「特定子ども・子育て支援施設等の指導
監査について」

指導監査指針

５ 平成１３年５月７日１２福子推第１１５７号「東京都認証保育所事業実施要綱」 実施要綱

６ 昭和５０年４月１日規則第６号「足立区補助金等交付事務規則」 区補助金交付規則

７ 足立区認証保育所運営費等補助要綱（令和６年４月１日最終改正） 区運営費補助要綱

８ 足立区保育士等キャリアアップ補助金交付要綱（令和６年４月１日最終改正） 区キャリアアップ交付要綱

９ 足立区保育士等キャリアアップ補助金等に係る財務情報等公表要領（令和４年４月１日最終改正） 区財務情報等公表要領



 



認証保育所　会計経理

項　　目 基本的考え方 観　　点 関係法令等 評価事項 評価

1 会計記録の整備 1 1 　会計に関する諸記録を整備しているか。 (1) 区運営基準条例第61条1 (1) Ｃ
(2)

＜東京都認証保育所が備える会計に関する諸記録＞ (3) 実施要綱12（4）、別紙2 (2) Ｂ
① 経理規程
② 予算関係書類
③ 証憑書類（契約書、請求書、領収書等）
④ 経理帳簿類
⑤ 決算関係書類

2 1 (1) (1) Ａ

(2) 区財務情報等公表要領第3条

2 1 1 (1) 支援法第30条の11第1項 (1) Ｃ
(2) 支援法施行規則第28条の16

2 (1) 支援法第30条の11第1項 (1) Ｃ
(2) 支援法施行規則第28条の16

2 1 (1) (1) Ｂ

(2)

2 (1) (1) B
① 交付の申請に誤りのあったとき
② 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき (2)
③ 補助金を他の目的に使用したとき
④

3 (1) (1) Ｂ
⑤ 認証が廃止、休止又は取消しとなったとき
⑥ その他区教育委員会が補助金の返還を必要と認めたとき (2)

4 (1) Ａ

3 1 (1) 支援法第30条の11第1項 (1) Ｃ
(2) 支援法施行規則第28条の16
(3)

(2) Ｂ

(3) Ｂ

(4) Ｃ

特定子ども・子育て支援提供者は、職員、設備及び会計に関
する諸記録を整備しておかなければならない。

　会計に関する諸記録を整備して
いない。指導監査指針3（1）、（別添1）5（2）

②アⅤ
会計に関する諸記録を一部整

備していない。

区財務情報等公表要領別表第1に掲げる事業の補助金の交
付を受ける法人等は、当該施設又は事業の財務情報等に関し、
区財務情報等公表要領別表第1の公表する内容欄に定める様
式を作成し、速やかに利用者にとって見やすい場所に掲示する
とともに、当該施設又は事業の全ての職員に対し、その内容を
周知しなければならない。

区保育士等キャリアアップ補助金に係る
財務情報公表様式を利用者にとって見や
すい場所に掲示するとともに、職員に周知
しているか。

区キャリアアップ交付要綱第5条
（3）

財務情報公表様式を掲示して
いない、又は職員に周知していな
い。

施設等利用費等の適正使
用

区は、施設等利用給付認定子どもが、施設等利用給付認定の
有効期間内において、特定子ども・子育て支援施設等から特定
子ども・子育て支援を受けたときは、当該施設等利用給付認定
子どもに係る施設等利用給付認定保護者に対し、当該特定子ど
も・子育て支援に要した費用（支援法施行規則第28条の16に規
定する費用（以下「特定費用」という。）に係るものを除く。以下
「利用料」という。）について、施設等利用費を支給する。

施設等利用費等を適正に使用している
か。

施設等利用費等を適正に使用
していない。

偽りその他不正の手段により施設等利用
費等の支払いを受けていないか。

偽りその他不正の手段により施
設等利用費等の支払いを受けて
いる。

区運営費補助要綱第6条及び別記
補助条件並びに第11条

区教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、区
補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。こ
の場合において、区補助事業の当該取消しに係る部分について
既に区補助金の支払いを行っていたときは、東京都認証保育所
の設置者に対し、期限を定めて当該部分に係る補助金の返還を
命ずるものとする。

偽りその他不正の手段により区補助金の
交付を受けていないか。

区補助金交付規則第12条、第17
条

偽りその他不正の手段により区
補助金の交付を受けている。

区運営費補助要綱第6条及び別記
補助条件並びに第11条

区補助金を他の目的に使用していない
か。

区補助金交付規則第12条、第17
条

区補助金を他の目的に使用し
ている。

区運営費補助要綱第6条及び別記
補助条件並びに第11条

補助金の交付の内容又はこれに付した条件その他法令に
基づく命令に違反したとき 区補助金の交付の内容又はこれに付した

条件に違反していないか。
区補助金交付規則第12条、第17
条

区補助金の交付の内容又はこ
れに付した条件に違反している。

個人のポイントカード、クレジットカード、
電子マネー等を使用していないか。

　個人のポイントカード、クレジッ
トカード、電子マネー等を使用し
ている。

利用料及び特定費用の額
の受領

特定子ども・子育て支援提供者は、特定子ども・子育て支援を提供
したときは、施設等利用給付認定保護者から、その者との間に締結
した契約により定められた利用料の額から支援法第30条の11第3項
の規定により区から支払を受けた施設等利用費の額を控除して得た
額の支払を受けるものとする。

また、特定費用の額の支払を施設等利用給付認定保護者から受
けることができる。

この場合において、特定子ども・子育て支援提供者は、あらかじ
め、当該支払を求める金銭の使途及び額並びに理由について、書
面又は当該書面に係る電磁的記録により明らかにするとともに、施
設等利用給付認定保護者に対して説明を行い、同意を得なければ
ならない。

利用料又は特定費用の支払いを求める
際は、あらかじめ、当該金銭の使途及び額
並びに理由を施設等利用給付認定保護者
に対して書面等により説明し、同意を得て
いるか。

利用料等の支払を求める書面
等を作成していない。

区運営基準条例第55条、第57条、
第62条1 利用料等の支払を求める書面

等を一部作成していない。

利用料等の支払を求める書面
等の内容に不備がある。

施設等利用給付認定保護者か
ら同意を得ていない。
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認証保育所　会計経理

項　　目 基本的考え方 観　　点 関係法令等 評価事項 評価

4 1 1 (1) 支援法第30条の11第1項 (1) Ｃ
(2) 支援法施行規則第28条の16
(3) 区運営基準条例第56条、第57条

(2) Ｂ

2 (1) 支援法第30条の11第1項 (1) Ｂ
(2) 支援法施行規則第28条の16

＜領収証に記載する事項（例）＞ (3) 区運営基準条例第56条、第57条
① 日付
② 支払を行った保護者名
③ 金額
④ 支払の目的となった事項
⑤ 支払を受けた特定子ども・子育て支援提供者名

※

※

※

2 1 (1) 区運営基準条例第56条、第57条 (1) Ｃ

(2) Ｂ

(3) Ｂ

施設等利用給付認定保護者に
対して特定子ども・子育て支援提
供証明書を交付していない。

施設等利用給付認定保護者に
対して特定子ども・子育て支援提
供証明書を一部交付していな
い。

施設等利用給付認定保護者に
対して交付した特定子ども・子育
て支援提供証明書の内容に不備
がある。

領収証及び特定子ども・子
育て支援提供証明書等の
交付

特定子ども・子育て支援提供者は、利用料及び特定費用の支
払を受ける際、当該支払をした施設等利用給付認定保護者に対
し、領収証を交付しなければならない。

この場合において、当該領収証は、利用料の額から支援法第
30条の11第3項の規定により市町村から支払を受けた施設等利
用費の額を控除して得た額と特定費用の額とを区分して記載し
なければならない。

ただし、特定費用の支払のみを受ける場合は、この限りでな
い。

施設等利用給付認定保護者に対して現
金で受領した場合に領収証（受領印を押し
た集金袋等）を交付しているか。

施設等利用給付認定保護者に
対して領収証（受領印を押した集
金袋等）を交付していない。

施設等利用給付認定保護者に
対して領収証（受領印を押した集
金袋等）を一部交付していない。

施設等利用給付認定保護者に対して交
付した領収証（受領印を押した集金袋等）
に費用を区分して記載しているか。

　施設等利用給付認定保護者に
対して交付した領収証（受領印を
押した集金袋等）に費用を区分し
て記載していない。

領収証は保護者からの支払に係る証憑書類であることか
ら、保護者に交付した領収証の控を保管する、徴収簿を作
成して当該支払について管理する等の方法により、当該支
払に係る証憑が保護者及び特定子ども施設指導・支援提供
者の双方に残る措置を講じること。

集金袋を使用する場合にあっては、保護者へ集金袋を年
度末に返還する又は領収証を別途交付するとともに、集金
袋の写を保管する又は徴収簿を作成して当該支払について
管理する等の対応を取ること。

支払が口座振替、クレジットカード、電子マネー等の現金を
使用しない方法により行われ、当該支払に係る内容が保護
者及び特定子ども施設指導・支援提供者の双方で確認でき
る場合にあっては、領収証の交付は省略して差し支えない。

支援法第30条の11第3項の規定により区から特定子ども・子育
て支援に係る施設等利用費の支払を受ける特定子ども・子育て
支援提供者は、当該施設等利用給付認定保護者に対し、当該
支払に係る特定子ども・子育て支援を提供した日及び時間帯、
当該特定子ども・子育て支援の内容、費用の額その他施設等利
用費の支給に必要な事項を記載した特定子ども・子育て支援提
供証明書を交付し、及び当該施設等利用給付認定保護者に対
し、当該施設等利用給付認定保護者に係る施設等利用費の額
を通知しなければならない。

施設等利用給付認定保護者に対して特
定子ども・子育て支援提供証明書を交付し
ているか。
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